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　皆さま、こんにちは。横浜国立大学　西村でござい
ます。本日はオンラインという形ではございますが、
ただいまから、「消費者教育フェスタ」の基調講演とい
うことでお話をさせていただきます。
　「自ら考え行動できる消費者市民へ　―成年年齢引き
下げを１年後に控えて―」と題しまして、60 分ほどお
話をさせていただく予定でおります。長くなりますが、
どうぞ最後までお付き合いをいただければありがたい
と思います。
　それでは、早速、お話をしてまいります。今日のお
話の骨子といたしまして、８つほど並べております。

　成年年齢引き下げとは、一体何なのか。
　先ほどご挨拶の中でお話が出ましたが、「契約」とい
うものは一体何なのか。
　それから、成年年齢引き下げは、いかにして決まっ
たのか。課題は何なのか。
　そして、問題となっている若年者の消費者被害の実
態、これはどんな状況なのかということ。

　さらには、学校教育。今日もパネルディスカッショ
ンで中心的話題になると思いますが、学校の消費者教
育を重視する。
　そして、さらに一歩進めて、では、責任ある消費と
いうことは、どういう観点で進めていくことなのか。
　あるいは今まさに世界各国の課題になっております
SDGs に、どういうように関連していくのか。
　さらには、新カリキュラムが始まっておりますが、
教育課程の再編について。
　このあたりのお話を中心に進めてまいりたいと思い
ます。

　さて、成年年齢引き下げで、何が変わるかというこ
とを簡単に整理しました。18 歳で親の承諾なしに契約
ができるようになるということです、まず、単純に言
えば。つまり、現在は 20 歳が成人でありますので、20
歳で承諾なしに契約ができる。18 歳、19 歳の方はでき
ないということになるわけですが、今、文科省の方の
ご説明がありましたように、18 歳で未成年者取消権の

基調講演

「自ら考え行動できる消費者市民へ
～成年年齢引き下げを 年後に控えて～」

横浜国立大学 名誉教授

西村 隆男 氏

お話の骨子

１成年年齢引下げとは
２「契約」を知る
３成年年齢引下げの背景と課題
４若年者の消費者被害の実態
５学校消費者教育を重視へ
６責任ある消費とは
７ ｓ時代の消費の在り方
８教育課程の改編

©NISHIMURA,

成年年齢引下げで変わること

• 歳で親の承諾なしに契約ができるようになる

☝
歳で未成年者取消権の行使ができなくなる！

・男女ともに結婚できる年齢が 歳となる

・ 年有効のパスポートが申請できる

年
月 日より

©NISHIMURA,
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行使ができなくなるということになります。
　ほかの点としては、男女とも結婚できる年齢が 18 歳
になる。共通になるということ。
　それから、些細なことかもしれませんが、これまで
５年のパスポートであったものが、10 年有効のパスポー
トが申請できる、というような中身が含まれているわ
けであります。
　もちろん、お酒であったり、タバコであったりする
ものは従前と変わらず、20 歳からということになって
おります。

　成人、18 歳になると、自分の意思で契約ができると
いうことであります。例えば、自分の名義でクレジッ
トカードを持ち、自由にショッピングができる。家を
出てアパート暮らしをする。そのための賃貸借契約、
これも自分で決められる。
　さらには、皆さんが一番関心のあるスマホの購入で
あったり、機種変更であったり、あるいはキャリア変更、
こういったものも親の承諾なしに自由にできる。
　また、これは問題でもありますけれども、借金も自
由にできる。このような状況が来年の４月からスター
トするということであります。

　そのためには、「契約」とは何かということをしっか
り知る必要がある。私たちの社会は、自由主義社会、
市場経済といってもいいわけですけれども、全て商品・
サービスの購入で成り立っているわけです。つまり、
他人が作ったものを、もっと言えば、どのように作ら
れたとも知らずに、お金を出して購入せざるを得ない。
　今まさにコロナ禍で、外に出られない。ですから、

注文をして届けてもらう。こういったサービスが、あ
る意味、脚光を浴びているわけですけれども、それも
全て電話一本で申し込んで、それに了解をもらう。こ
れで契約成立ということになるわけですが、この売買
の基礎は契約にあるということを確認しておく必要が
あるわけです。

　同時に、契約をするということは、その両当事者、つ
まり売り手と買い手、その両者を非常に拘束するとい
うことになるわけです。それが権利でもあり、義務で
もある。契約をすれば契約上の権利義務を双方がそれ
を履行しなくてはいけない、実行しなくてはいけない。
途中でやめたり、あるいは返金を求めることができな
いということです。
　そこで、ちょっと考えてみたいのですが、未成年者
は、なぜ、取消権が認められているのかということです。
これはよくよく考えてみれば、不自然と感じる方もい
らっしゃるかもしれない。なぜ、二十歳、従前、今の
状態でいえば、二十歳で未成年から成人になっていく
わけですけれども、この一律に決めてある根拠は、ま
だまだ社会的な経済的な経験が浅い。こういう若者は
うっかりすると、間違えて契約をしてしまうかもしれ
ない。大変な大損をしてしまうかもしれないというこ
とで、多くの国が取っている未成年者、あるいは一定
の年齢以下の方々に対する消費者の保護規定というも
のがあるわけです。
　ですから、逆にいうと、それによって消費者は、未
成年者は守られているということであります。これを、
では何歳にするかということで、実は日本の場合は、
明治 29 年に民法が成立してから、120 年の間ずっと 20
歳できたということであります。
　先ほど未成年者取消権と言いましたけれども、似た
ような例ではここにも示していますように、クーリン
グ・オフということがあります。これはよく知られた
ものであります。消費者側に慎重に考える余裕も与え
ずに、「絶対儲かる」とか、あるいは「これは絶対必要だ」
とか、あるいは巧妙なテクニックを駆使して、考える
余裕も与えずに契約を迫るような商法が世の中にはた

自分の意思のみで契約できる！

▶自分名義のクレジットカードを持ち自由に使える

▶家を出てアパート暮らしのための契約が単独でできる

▶スマホの購入や機種変更、キャリア変更も自由にできる

▶借金も自由にできる

©NISHIMURA,

契約は両当事者を拘束することを理解する

契約をすれば、契約上の権利義務を双方が実行することになる

途中でやめたり、返金を求めることはできない（原則）

契約からの解放：未成年者取消し
クーリング・オフ
消費者契約法による取消し

©NISHIMURA,

「契約」とは何かを知る必要がある

私たちの日々の生活は商品・サービスの購入で成り立つ
（市場経済社会）

他人が作ったものを（どんなふうに作られたかも知らずに）
購入せざるを得ない社会

売買取引の基礎は契約による
©NISHIMURA,
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くさんあるわけです。その販売の仕方については、法
律が一定の保護を加えているわけです。「特定商取引法」
という法律によってクーリング・オフ、例えば、８日
間という間は、契約をしてしまっても後から取り消す
ことができるという。これも契約をいったんしてしまっ
てもリセットできる一種の保護規定、未成年者の契約
も経験が浅いから、無茶苦茶な契約をしてしまうかも
しれない。だけれども、これはリセットできる機会を
与えているということになると思います。

　もちろん世の中には、さらに 2000 年にできました
「消費者契約法」という法律に基づいた取り消しという
のもあります。ここに示すような、実際のことを隠し
て商品を販売するとか、先ほどちょっと例を出しまし
たけれども、「絶対儲かる」とか、「絶対痩せる」とか、
そういう断定的な判断をする。あるいは言わない、ま
ずい部分、マイナスの部分を伝えないというような商
売の仕方もあるわけですが、そうしたものは取り消し
ができる。これが「消費者契約法」で定められています。
　しかしながら、そこにも書きましたけれども、テー
プに録音しているというようなことであれば、まだい
いですけれども、その証明、言った、言わない、「そん
なこと言ってない」というようなことで訴訟になった
場合に、なかなか、その証明の証明責任と言いましょ
うか、その証拠性が難しいというところがあります。
　そこで、20 歳未満の者に対する未成年者取消権とい
うのは、ある意味この世界では「伝家の宝刀」と言わ
れていたゆえんであります。

　さて、成年年齢引き下げはどうして決まったのか。

この発端は政権党の憲法改正のプロセスにあったとい
うことであります。これはご存じの方も多いと思いま
すが、政権党は憲法改正を行って、自衛隊を憲法９条
の中に組み込むことを考えているわけです。これが党
の進めていく方針ということになっているわけです。
その結果、改正に必要なものは、憲法に定められてい
るように、国民投票が必要になるわけです。国民投票
の手続きを前安倍政権のところで、国民投票法、すな
わち憲法改正手続法を 2007 年に定めたわけであります。
そのときに、国民投票ができる年齢を 18 歳と定めまし
た。できるだけ若い人の意見を聞くということの反映
だったと思われます。
　ところが、その間、それから以後、その推進をして
きた政権でありましたけれども、世論の流れの中で政
権交代がありました。さらには、未曾有の大災害であ
る東日本大震災もありました。そういう中で、この議
論はそのまま、現在に至るまで継続しているわけです
けれども、一方で、この憲法改正の発議は国会議員が
国会で行うわけですから、国会議員の選挙年齢という
のは二十歳になっているわけです。そこで、選挙権年
齢を引き下げて、国民投票年齢と同じにしないとおか
しいという議論が出まして、公職選挙法の改正に至る
わけです。これが 2015 年です。
　そのときの国会の付帯決議の中で、この大人年齢を
18 歳、それに選挙年齢を 18 歳としたのだから、同じよ
うに基本的なものは全て 18 歳で統一しようという流れ
が政権党の中で生まれてくる。そして、そこに示しまし
たように民法の成年年齢、さらには少年法の改正、こ
ういったことも措置を進めていく必要があるというこ
とは、そこに明記されています。そうした経緯で、そ
の３年後に、今日の話題であります改正民法 18 歳成人
が成立したという経緯でございます。
　政府見解として、法務省のホームページをご覧いた
だくと、このように書いてあります。社会参加できる「大
人として扱う」ためであるということです。これが成
年年齢引き下げの根拠であるという説明がされていま
す。

消費者契約法による取消しもあるが

事業者の不実告知
断定的判断の提供
故意の不告知 取消し
事業者による不退去
退去妨害

不当条項、一方的不利益条項 無効

証明や判断
の困難性が
内在！

未
成
年
者
取
消
権
の
絶
対
性

©NISHIMURA,

成年年齢引下げはなぜ決まったか

• 憲法改正手続き法（ ）国民投票手続きを規定
（国民投票法） （ 歳国民投票投票権）

• 改正公職選挙法（ ） 歳選挙権を規定
➡参議院選挙（ ） ）
➡衆議院選挙（ ）

（ 同時に民法、少年法の法制上必要な措置を講ずることが明記される）

・改正民法成立（ ） 施行は 年 月
©NISHIMURA,

社会参加できる「大人として扱う」

（政府見解）

我が国における成年年齢は，明治９年以来、 歳とされていた
が、近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や，公職選挙法の選挙
権年齢などが 歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関
し、 歳， 歳の方を大人として扱うという政策が進められて
きたので、市民生活に関する基本法である民法においても、
歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論
がなされ、 歳， 歳の若者の自己決定権を尊重し、その積極
的な社会参加を促すことになると考えられ、成年年齢を 歳に
引き下げた。

（法務省 成年年齢引下げ より

©NISHIMURA,



6

　「我が国における成年年齢は明治 29 年以来、20 年と
されていたが、近年、憲法改正国民投票の投票年齢、公
職選挙法の選挙年齢が 18 歳と定められ、国政上の重要
な事項の判断に関し、18 歳、19 歳の方を大人として扱
うという政策が進められてきたので、市民生活に関す
る基本法である民法においても、18 歳以上の人を大人
として扱うのは適当でないかという議論がなされ、18
歳、19 歳の若者の自己決定権を尊重し、その積極的な
社会参加を促すことになると考えられ、成年年齢を 18
歳に引き下げた。」と、このように書いてあります。
　実際に、この結論を得るまでに、どれだけ 18 歳、19
歳の国民の意見を聞いたか、必ずしも定かではありま
せん。

　さあ、いつ誰が成人になるのか、これは言うまでも
なく、今の高校生、あるいは中学生はここに書いたよ
うなことになるわけですけれども、今年、正確に言う
と来年度です。この 2021 年度に、今、高校２年生で、
この４月から高校３年生になる方たち、この方たちは
来年の４月１日、要するに来年の３月までには 18 歳に
なるわけですから、来年の４月１日に法律が施行され
ますので、来年の４月１日に「成人」ということにな
ります。
　そうすると、今の高校１年生、この４月から２年生
になる方たちは、３年生のときに成人と成人ではない、
誕生日が来ると成人になりますから、混在するという
状態になります。

　これは、選挙年齢・成人年齢等の推移を簡単に示し
たものであります。公職選挙法は明治 22 年にできまし

たが、25 歳だった者が 20 歳に下がり、そして、現在
18 歳に下がっているということ。民法は明治 29 年の成
立から、20 歳でできたものは来年から 18 歳に引き下が
るということ。少年法規定は現在 20 歳のままというこ
とが、この図でお分かりいただけるかと思います。

　では、具体的に、この若年者の消費者被害というこ
とを考えてみたい。なぜかと言いますと、これはこの
国会の審議の中でも非常に話題になった事柄として、
18 歳に成人年齢を引き下げることによって、消費者被
害が増えるのではないか、若者の消費者被害が増える
のではないか。契約に理解が不十分、取引経験が浅い
若者が引っかかるのではないかということであります。
　具体的な例として、ここに書いたようなものがある
わけです。こういった事柄の心配をしている。もちろん、
消費者被害が発生する根拠というのは、どうしても情
報不足、情報格差がある。あるいは交渉力の格差がある。
事業者は非常に組織として大きいわけですから、一人
消費者が狭い路地でアポイントをされるとか、あるい
は一方的に何人かに囲まれて商品の販売を迫られると
か、あるいはデート商法のものに絡まれるとか、とい
うようなことは往々にしてあり得るわけであります。

　そのために、政府としても法を通すために、「通した
ことによって」と言ったほうが正確です。このアクショ
ンプログラムを関係４省庁で作ったわけです。これが
現在まで、いろいろな活動になっているわけで、その一
端は高等学校に「社会への扉」という、その契約につ
いての理解を深めるための教材を作り配布して、授業
で活用してもらうというようなこともあります。ある

いつ誰が成人に・・・

来年 月 日以降の 歳の誕生日に「成人」となる。

今年 歳の中学 年生は、
今年 歳の高校 年生は、 高校 年の誕生日に「成人」
今年 歳の高校 年生は、
今年 歳の高校 年生は、来年 月 日に「成人」となる

【高校 年生に成人と未成年が混在する！】

©NISHIMURA,

選挙年齢・成人年齢の推移

歳
公職選挙法

歳
民法

歳
少年法

©NISHIMURA,

成年年齢引下げと未成年者の消費者被害

格
差 被害事例

エステ施術
消費者 事業者 恋人商法

自己啓発セミナー
投資教材ソフト
就活セミナー
アダルトサイト

被害拡大の
心配大！

©NISHIMURA,

政府のアクションプログラム
「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」

（文科省・消費者庁・法務省・金融庁） 年 月改定

実践的な消費者教育の取組の推進
１高等学校等における消費者教育の推進
①学習指導要領の徹底
②消費者教育教材の開発、手法の高度化
③実務経験者の学校教育現場での活用
④教員の養成・研修（別紙）

２大学等における消費者教育の推進（略）

©NISHIMURA,
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いは教員の方へ研修の機会を増やすといったアクショ
ンプログラムを組み込んだわけです。
　また、この中で外部人材を活用するということも大
きなテーマになっています。消費生活センター相談員
さん、あるいは弁護士、司法書士、こういった方々に
も協力をいただいて、出前講座、出張講座などをして
いただくということが挙げられています。

　しかしながら、その一方、これは文科省から、ここ
のところ毎年、従来は３年ごとですけれども、全国の
教育委員会と各大学に対して消費者教育の取組状況調
査をやっているわけですが、このほんの一部でありま
すが、これをご紹介すると、市町村教育委員会も含めて、
全体で約 1,800 の自治体があるわけですが、これを対象
にしまして、約 1,200 の県、政令市、市町村教育委員会
からの回答があったわけでございます。
　これに関し、その質問の１つを挙げてみますと、「成
年年齢の引き下げで新たに、または拡充した消費者教
育があるか、ないか」ということですけれども、特に「な
い」とお答えがあったのは 86.7％で、この数字はやや驚
きでございます。つまり、教育委員会として、まだまだ、
この成年年齢引き下げについて、特別の対応は行われ
ていない。もちろん、消費生活センターは対応してい
るという側面があるかと思います。
　一方で、この新規に拡充した取り組みとしては、「あ
る」とお答えした５％のところは、学校への情報提供、
教材の提供、あるいは消費生活センターとの連携強化
ということをやってきたということであります。

　その５％ではありましたけれども、約 60 の自治体は、

成年年齢引き下げを踏まえて、新規拡充したことで取
り組む、目指すもの、これは何なのか。もちろん、被
害に遭わない、加害者にならない、こういう消費者の
育成であるということは言うまでもございません。
　非常に注目をしたいのは、そうした中にあって、こ
の一番下にございますように、「社会の一員としてより
良い市場、社会の発展のために積極的に関与する消費
者の育成」ということを挙げている。こういうことで、
より良き市民、いわゆる社会参加できる市民を、消費
者市民を作っていくということも消費者教育の拡充目
的にあるということ。こういう回答があったところで
ございます。

　さて、これは驚くなかれ、国民生活センターのデー
タでございますけれども、青い部分が 15 歳から 19 歳、
つまり現在の未成年で、この未成年者の相談がだいた
い 15,000 件くらいということになります。国民生活セ
ンターに、各地の消費生活センターに消費者相談とし
て上がってきたものをトータルで、PIO-NET（パイオ
ネット）を通じて国民生活センターで集計されますが、
この一番左のグラフが 2015 年、真ん中 2016 年、一番右
が 2017 年と、若干古くなりますけれども、これがそれ
ぞれ 15,000 件ないし、14,000 件くらいのものは、二十
歳を越え 20 歳から 24 歳になると、相談が倍増してい
くということです。
　これは一体何を意味しているかということです。つ
まり、20 歳になると、契約の撤回ができなくなるから、
そこをターゲットとした消費者取引が拡大するという
こと、１つのシグナルであると読むことができるわけ
です。
　そこで、では、どうして若者たちは簡単に、そうし
た消費者被害に巻き込まれていくのかということを消
費者庁が調べました。これが、一番下のグラフの下に
書きました「若者の消費者被害の心理的要因からの分
析に係る検討会報告書」というものでございます。
　これは若者約 12,000 人、18 歳から 29 歳をターゲット
に調査をしたものですが、勧誘を受けた経験を聞きま
したら、このように８割が「勧誘を受けた経験がある」

外部人材の活用と留意点

専門家の活用
消費者トラブルに詳しい専門家には、消費生活専門相談員、
弁護士、司法書士らが存在する。（相談先は自治体の消費生活
センターや消費者行政担当窓口）

留意点
学校事情や教育指導には素人。事前の打ち合わせが欠かせない。
生徒の理解を促す手法（アクティブラーニング）などを要望する
ことが望ましい。

©NISHIMURA,

消費者教育取組状況（教育委員会調査 ）

成年年齢引下げで新たに、または拡充した消費者教育の有無

あり

新規・拡充した取組
学校への情報・教材の提供
消費生活センターとの連携強化
教員対象の研修
専門家の学校派遣

文科省総合教育政策局「消費者教育取組状況調査 」より）

なし

©NISHIMURA,

若年者調査（ 歳～ 歳 人）から
①契約当事者年齢と相談件数
（成人に達すると急激にトラブルに遭う）

消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より
©NISHIMURA,
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と回答しているわけです。
　また、これも驚くべきことですけれども、契約をし
てしまった、その勧誘を受けた結果、「契約をしてしまっ
た」というのが約３割、1/3 が契約をしているという事
実があるわけです。
　では、どうして契約してしまったのか。これは圧倒
的なのは、無料・特別価格ということです。皆さんが
こんなの引っかかるわけないと、案外「無料」だとい
う言葉で申し込んでしまったという方も、今、聞いて
いる方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、無料
ということで始めることは、私も経験として恥ずかし

ながらあります。これが３割です。
　それから、特に女性を中心に美容に興味はないか、
あるいは就職、儲け話、投資、資格、こういったもの
に引きずられていくということであります。
　これも常に興味深いデータですが、その声を掛けて
きた人は、どんな印象だったかということを聞いてい
ます。これについて、３割以上の方が「好印象だった」
と答えています。つまり、その身なりから、あるいは言
葉遣いからして、非常に気持ち悪いと、いかにも悪質
商法だというような顔をして接近してくるということ
は、おそらくないわけです。一人でも多くの方に、契
約締結に持ってきたいわけですから、あたり良く、触
り良く、遠回しに、最後は本丸に迫っていくと思いま
すけれども、こういう印象を受けている。正直に答え
ているわけです。

　そして、結果的に先ほど申しましたように、約 1/3、
１万人くらいの中で 3,000 人の方が契約をしているわけ
です。そのうちの「契約の解除をしなかった」は、約半
分あるわけです。だから、契約をした人の中でも、解
除までいった、クーリング・オフを利用するとか、あ
るいは消費生活センターに相談するとか、友人や先生
からアドバイスをもらって解約した人が半分弱、そし
て、しかしながら、約 1,500 人が解除しなかったという
ことであります。

　購入・契約についてどう思うか。これも聞いています。
結局、契約をした約 3,500 人の方、この６割が「今思え
ば断るべきだった」と、事実、後悔をしているわけです。
冷静になって考えてみたら、あのとき契約しなければ

②勧誘を受けた経験
(８割が勧誘を受けている）

店舗以外での勧誘の経験あり 無料体験広告等での勧誘あり 理解不足からの勧誘経験あり 販売員と思わず勧誘を受けた

©NISHIMURA,

③契約した割合、しなかった割合
（約１／３が契約をしている）

販売員と知らずに契
約したか

理解不足による契約
をしたか

無料体験等による契
約をしたか

店舗以外の勧誘で契
約をしたか

契約した 契約しなかった

©NISHIMURA,

④勧誘の内容

• 無料で（特別な価格で）～するがどうか ％
• 美容に興味はないか
• 就職に不安はないか
• いいもうけ話がある
• 投資に興味は無いか
• 資格に興味はないか

消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より

©NISHIMURA,

⑤声を掛けてきた人の印象
（１／３は好印象を受けている）

• とてもよい印象だった ％
• どちらかといえば好印象だった
• どちらともいえない
• どちらかと言えば印象が悪かった

消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より

©NISHIMURA,

⑥契約したかどうか

取消解除をしなかった 解除した 解除できず 契約せず

契 約 した（３２１８人）

契約しなかった（４７９４人）

消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より
©NISHIMURA,

⑦購入・契約についてどう思うか

今思えば断るべきだった 良い購入契約だった 分らない 考えたことはない

消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より

©NISHIMURA,
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よかった。
　しかし、ここでも注目すべきは、この調査をしても
なお、17.5％の人は「良い契約だった」と、あれはとん
でもなくおかしい契約ではなかったというように回答
していることであります。

　また、「分からない」「考えたことはない」という、
こういう回答もあったわけです。
　これがデータについての最後のお話になりますが、
この約 3,200 人の契約をした方々、この方は「相談をし
た」というのが 40％、「相談をしなかった」というのは
60％と、４割は相談しています。
　では、相談をしたのは誰に相談したのか。意外に多
かったのは親となっています。これが約５割です。お
友達が 34％、そして、消費生活センター等が 23.7％、
このような結果になったということであります。

　では、今、調査結果を最後に見ましたように、もし
被害に遭った、あるいは何か疑義がある、おかしいと
思った場合に、どうすればいいのでしょうか。もちろん、
消費生活センターに相談する。ちょっと勇気がいるか
もしれません。
　場合によっては、これはもう裁判によっても権利の
回復を求めることができるわけです。また、直接に正々
堂々と販売店なり、メーカーに自分からおかしいと思
う点、あるいは改善すべき点を伝えるということも消
費者に認められた正当なる権利であります。相談をし
たり救済を求めたりするのは、消費者の権利として、
消費者基本法に明確に定められているわけです。

　さて、こうした契約の重要性の理解などを含めて、
この消費者教育の必要性、重要性の認識は年々高まっ
てまいりました。かつては、「賢い消費者」、「自立する
消費者」と言ってきました。そして、「行動する消費者」
という言葉もございました。
　これらはそれぞれ、今ももちろん生きているわけで
すけれども、消費者教育の重要性認識を高めたものは、
2012 年の「消費者教育推進法」でございます。

　この推進法は、制定までに約４年かかりました。我が
国では、決して多くない議員立法の１つとして成立し
たものであります。この法律には、制定には私自身も
当時、消費者教育学会の長をしておりましたので、国
会議員の方々との勉強会以来、ロビー活動を含め、い
ろいろと関わらせていただいたものでございます。
　法律を作るためには、立法の趣旨が必要ですし、そ
の具体化として法律の文言に制定の目的、これはスラ
イドに示したものであります。被害の防止、自立支援
でもあり、そして、消費者教育を改めて消費者の権利
として位置付けたわけであります。
　また、この一番下に書かせていただいているように、

「消費者教育の総合的な推進を国及び地方公共団体の責
務とする」、これが大きな影響をそれぞれの自治体に与
えたと思います。
　そして、この「消費者教育」、この定義として消費生
活に関する知識や技能の習得、これはある意味、スキ
ルであり、知識であります。これに加えて、消費者市
民としての意識形成、行動力。この育成がこの消費者
教育として２条の１項に定義されたものであります。

⑧契約の後、相談したかどうか

相談した 相談しなかった

親 掲示板など知らない人
友人 弁護士。司法書士など
消費生活センター等 警察
親以外の家族 先生

大学生協など大学の窓口
消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会報告書」（ 年 月）より

©NISHIMURA,

消費者被害救済とクレームの意義

消費生活センターへの相談
権利回復の手続き

消費者訴訟 （被害救済される権利）

販売店等への苦情
正当な権利主張！

メーカーへの苦情 （主体者としての消費者市民）
賛辞やお礼も！

泣き寝入りを
しない

©NISHIMURA,

消費者教育の重要性への認識

消費者教育の原点

賢い消費者➡自立する消費者➡行動する消費者
（ 年代） （ 年代） （ 年代）

年 消費者教育推進法の成立

➡消費者市民としての消費者

©NISHIMURA,

（目的）
①消費者と事業者との間の情報の質・量、交渉力の格差など
どに起因する消費者被害を防止する

②消費者が自らの利益の擁護・増進のため自主的・合理的に
行動できるよう自立を支援する

③消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利である
（ 条）

消費者教育の総合的な推進を国及び地方公共団体の責務とする
（ 条）

消費者教育推進法とは

©NISHIMURA,
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　将来の社会、あるいは今日の社会に影響力を与える
消費者を作っていくという、この「消費者市民社会」は、
新しい用語であります。これは当然に、日本国内の法令、
数千とあると思いますが、新しい言葉については定義
が必要になりますので、このような定義を付けて、法
文の中に収めたわけであります。
　重要なのは将来世代、今だけではなくて、例えば、気
候変動とか、それから地球温暖化、あるいは人権、貧
困の問題、世界的なそうした問題、こういったものも
考えながら、公正で持続可能な社会形成へ参画を促す。
こういうことを担える消費者を作っていくというのが、

「消費者市民社会」を考える意味合いでございます。

消費者市民としての消費者

社会へ影響力をあたえられる消費者（責任ある消費者へ）

経済的市民 消費、非消費の選択を通じて市場に影響力を与える

倫理的市民 地球環境、人権、社会貢献などを考慮し消費する

政治的市民 企業や役所に自身の意見を投じ社会参加する

©NISHIMURA,

　別の言い方をしますと、社会へ影響力を与えられる
消費者、責任ある消費者づくりということになります。
育成ということになります。
　経済的市民、使う・使わない、商品を買う・買わな
いということを通じて、市場に影響力を与える。いわ
ゆる円の投票者です。それから、地球環境、人権、社
会貢献などを考え、消費をする。さらには企業、ある

いは地域自治体であったり、そういったところに進ん
で自身の気づきや発信をしていくということでありま
す。こうした社会参加ができる消費者、これは「消費
者市民」ということで。

グリーン購入
自然エネルギー利
用
エコマーク付き製
品
有機農産物
国産材使用
車のレンタル・
シェア
エコホテル
動物福祉製品

認証
認証

環境への配慮

障がい者作業所製
造品の購入
生産・流通段階で
児童労働、紛争鉱
物等の社会問題や
環境問題を引き起
こしていない製品
（エシカルファッ
ション）、フェア
トレ品の購入
寄付付製品の購入
社会的責任投資

地産地消
地元商店での買い
物
応援消費
被災地産品購入
伝統工芸

人や社会への配慮 地域への配慮

エシカル消費（倫理的消費）とは

©NISHIMURA,

　このことは「エシカル消費」ともつながります。最近、
はやりの言葉で「エシカル消費」、耳にされた方も多い
と思います。エシカル、これは倫理的なという意味で
ありますけれども、環境であったり、あるいは人や社
会への配慮であったり、あるいは地元・地域への配慮。
　具体的な例はここに示す、１つの例でございますけ
れども、こういったものを進めていくことで、地域を
豊かにしていく。あるいは人や社会に優しく消費をし
ていく。あるいは先ほども触れましたが、この地球温
暖化に対して、どうやって自分ができることがあるの
か考えていく。こんな消費像を考えていくことが大事
だということであります。

責任ある消費者とは

消費行動に責任の取れる消費者像

推進法で言う持続可能な社会構築ができる消費者

市場における主体となる消費者

©NISHIMURA,

　まとめますと、「責任ある消費者」これは消費行動に
責任が取れる消費者ということになるのではないかと
思います。推進法でいう、持続可能な社会構築ができ
る消費者ということでもあります。
　また、消費者主体として、市場で臆することなく、
契約をし、行動ができる。もし、間違って契約をしても、
キャンセレーションができる。このような消費者になっ
ていかなければならないということであります。
　さて、先ほど環境の問題で、地球規模の社会課題と
して、海洋汚染の問題があります。この大きな要因は、
ご存じのようにプラスチックであります。

「消費者教育」の定義

「消費者教育とは、消費者の自立を支援するために行わ
れる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市
民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心
を深める教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をい
う」（ 条１項）

消費生活に関する知識や技能の習得

消費者市民としての意識形成と行動力の育成

消
費
者
教
育

＋これに準ずる啓発活動

©NISHIMURA,

「消費者市民社会」の定義

「消費者市民社会とは、消費者が個々の消費者の特性及び消費生
活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が
現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境
に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可
能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう」（ 条 項）

将来世代を考慮した消費行動の不可避性将来世代を考慮した消費行動の不可避性

公正で持続可能な社会形成への参画

©NISHIMURA,
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　最近、レジ袋の有料化が始まって、多くの方が実践
されていると思いますけれども、今ここに示すように、
まだまだプラスチック汚染はとどまるところがないと
いう状況であります。
　どうやら、オーストラリアの研究者のグループによ
りますと、人間は１週間にクレジットカード１枚分の
プラスチックを食べていると、こういう話がございま
す。だいたい５グラムだそうですけれども、いわゆる
マイクロプラスチックというものが海洋の中ででき上
がっていって、それを食した魚がそれを捕獲し、それ
らをわれわれが食べるということになってきている現
状があるわけです。

　あるいはフードロス。これも大きな問題です。われ
われの消費の仕方、これを見直さなければなりません。

　先ほど温暖化と言いました。これも、この先、プラ
スチックの廃棄の問題もあります。プラスチック、従
前は東南アジアに廃棄物として輸出していたわけです。
われわれ、プラごみと称して出しますけれども、とこ
ろが、各国がその輸入を規制するようになり、輸出で

きなくなったわけです。それで、今ほとんどが焼却さ
れているわけです。焼却すれば当然に CO2 が大量に発
生します。
　この日本ばかりでなくて、各地で異常気象により大
洪水が起きたり、山火事が起きたり、今、日本でもさ
まざまな被害が出てきている事実が散見されます。

　そういう中で、このもう１つの大きな話題でもあり
ます、政策課題になっております SDGs、これとも絡め
て消費者教育を理解する必要があるだろうと私は思っ
ています。

　この中身は、皆さんもよくご存じの「世界を変える
ための 17 の目標」、貧困をなくそう、飢餓をゼロに、
ここから始まりまして、12 番目の「つくる責任つかう
責任」、そして、全体として協力しながら目標達成して
いこう。
　それぞれは一見バラバラに見えますけれども、相互
に絡み合っている 17 の目標であります。そして、それ
ぞれにはターゲットというのがあって、トータルで 169
のターゲットが描かれています。2015 年に国連で採択
されたものであります。

プラスチックによる海洋汚染

海洋プラスチック汚染とは

より

死んだクジラからポリ袋８キロ
時事通信記事より（タイ天然資源環境省提供）

６

©NISHIMURA,

食品ロス）

©NISHIMURA,

温暖化（異常気象）によるものか？

台風 号による被災 ） カリフォルニアの山火事 ）

©NISHIMURA,

ｓ（持続可能な開発目標）とは
（2015年国連総会で採択）

©NISHIMURA,

世界を変えるための の目標

１ 貧困をなくそう ８ 働きがいも経済成長も １４ 海の豊かさを守ろう

２ 飢餓をゼロに ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 15 陸の豊かさも守ろう

３ すべての人に健康と福祉を １０ 人や国の不平等をなくそう １６ 平和と公正をすべての人に

４ 質の高い教育をみんなに １１ 住み続けられる町づくりを １７ パートナーシップで目標を

達成しよう

５ ジェンダー平等を実現しよう １２ つくる責任つかう責任

６ 安全な水とトイレを世界中に １３ 気候変動に具体的な対策を

７ エネルギーをみんなにそして

クリーンに
©NISHIMURA,

ｓへの道のり

～ 国連開発の 年（１次～３次。援助による経済成長）
人間開発（ ）への注目。
開発を個人の潜在能力の開発と捉える。

～ （ミレニアム開発目標）を採択。対象は途上
国。

貧困・飢餓、初等教育、女性、乳幼児、妊産婦、疾
病、

環境の持続性、連帯
～ ｓ（持続可能な開発目標）

先進国を含む国際社会全体の開発目標
（誰一人取り残さない）©NISHIMURA,
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　これに至るまでの間、すでにこの環境問題含め、60
年代から、国連として動きはございました。そして、
2000 年に入りましてから、ミレニアム開発目標と言い
まして、「MDGs」これを決めた。対象が途上国で、先
進国はそれを支援していく。貧困、飢餓であったり、
教育が十分でない乳幼児、助産婦の問題、疾病の問題、
こういったことを支援していくということであった。
　ところが、それだけではもう無理だということが分
かって、先進国も含めて全ての国々がこの問題に取り
組んでいかなければならないということで、全会一致
で決議したのが「SDGs（持続可能な開発目標）」であり
ます。

　この目標の 12 番目、ここには消費生活に関して、し
ばしば引用されておりますが、このうちのターゲット
の３番、ここに注目をしてみますと、先ほどお示しし
ました食品ロスの問題、食料廃棄の問題がありまして、
具体的なターゲットでは、食料廃棄を半減させる。つ
まり 2030 年までに現在の廃棄、これが約 600 万ｔ、日
本ではあるわけですけれども、これを半分にしなさい
と。これの目標に向かって進めということであります。
その 600 万ｔのうちの約半分は、家庭からというよう
になっています。
　フランスでは、2016 年に「食品廃棄禁止法」ができ
ました。日本でも遅ればせながら、2019 年に「食品ロ
ス削減推進法」というものが定められ、ようやく本格
的に動きが始まったところでございます。

　さて、教育課程、これについてお話を少しさせてい
ただきます。学習指導要領、今日は学校の先生方も大勢、

聞いてくださっていると聞いておりますが、今年度か
ら小学校で始まりました新学習指導要領、この家庭科
を見ますと、売買契約の基礎というものを扱うように
なっています。教科書を開いてみますと、確かに、消
費者は、「これください」と言って、それに対して「はい、
かしこまりました」とお店屋さんが言うことで、契約
というのは成立するということが書かれています。「売
買契約」という言葉も小学校の教科書に出てきていま
す。これは従前の教科書にはなかったものであります。
　また、中学校、これはこの４月からスタートするわ
けですが、中学校では「クレジット」、従前では高等学
校で学習をしていた内容が中学校に下りてまいりまし
た。３者間契約です。クレジットが入ると、やや複雑
になってまいりますが、これを中学で教えるというこ
とになりました。
　さらに来年の４月から、また、これも大きく変わる
わけですけれども、この中に公民科、これまで現代社
会という科目がありましたが、これが模様替えをしま
して「公共」という新科目になることが決まって、現在、
教科書が準備されているというところであります。

学習指導要領に初めての前文

（これからの学校には） 一人一人の生徒が、自分の
良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価
値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら
様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き
持続可能な社会の創り手となることができるようにす
ることが求められる。

©NISHIMURA,

　今回の指導要領で、私が１つ注目していますのは、
戦後、これまで約 10 年おきに学習指導要領は、その時
代時代のさまざまな諸問題を対応すべく、改訂をされ
てきたわけですが、初めて、これまでなかった「前文」
というのが入りました。ちょうど憲法の前文のように、
学習指導要領にも２ページほどの「前文」が入りました。
　これを見ますと、短い文章ではありますけれども、「一
人一人の生徒が、自分の良さや可能性を認識するとと
もに、他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々
と協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越えて、
豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手とな
ることをできるようにする」と、なかなか難しいと思
いますけれども、まさに持続可能な社会、サステナブ
ルな社会をつくっていく。その担い手に、児童・生徒
がなっていくことが求められるということです。です
から、「全ての教育活動というものが、ここに収れんさ
れなければならない」、こういうように謳っています。

目標 つくる責任・つかう責任

ターゲット３ 小売・消費レベルにおける食料廃棄の半減

➡世界の食料廃棄は年間 億ｔ
日本は事業者から 万ｔ、家庭から 万ｔ

（ 年調査、可食部分）
（参考）日本のコメの生産量 万ｔ

➡（仏） 年食品廃棄禁止法制定
ｍ２以上のスーパーは売れ残り食品の廃棄禁止

慈善団体との契約義務化

©NISHIMURA,

教育課程の改編（学習指導要領の改訂）

小学校 告 示 年 月
全面実施 年 月～ 家庭科に「売買契約の基礎」

中学校 告 示 年 月
全面実施 年 月～ 家庭科に「クレジット契約」

高等学校 告 示 年 月
全面実施 年 月～ 公民に新科目「公共」

©NISHIMURA,
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　先ほど触れました高等学校の「公共」、ここではほん
の一部だけのご紹介にとどめますけれども、「自立した
主体として、よりよい社会の形成に参画する私たち」
としまして、この主として法にかかわる事項をおいた
わけです。
　どちらかというと、これまでの現代社会は、いわゆ
る中学でも扱う公民分野、政治経済的な中身、ここで
も共通ですが、いわゆる広報、パブリック論に関する
部分、とりわけ憲法に関する部分が中心だったわけで
すが、今回は私法、私法領域にウェイトが裂かれるよ
うになってきた。
　ですから、そこの中に多様な契約及び消費者の権利
と責任で、かなり難しい中身が入ってまいります。契
約の意義であったり、基本原則イコール自己責任原則、
自由平等な人権と人格としての私人、このような言葉
も指導要領の中に入ってきています。主権者教育を進
めるということになっているわけでございます。

高校・家 庭
家庭基礎

持続可能な消費生活・環境（従来は「生活の自立と消費と環境」）
消費生活の現状と課題、消費行動における意思決定や契約の重要性、消費者
保護の仕組みを理解する。

（ ）生活における経済の計画
預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品の特徴、資産形成の視点にも触
れる
年金生活へのリスクに備えた経済的準備としての資金計画を具体的な事例を通して考察できる

ようにする 解説

©NISHIMURA,

　さて、家庭科です。家庭科では、持続可能な消費生活、
そして環境ということで、このような中身がございま
す。先ほどの公民科の中身、あるいは家庭科の中身に
ついては、この後のパネルディスカッションでも、そ
れぞれ公民科の先生、家庭科の先生も今日はパネリス
トにいらっしゃいますので、ご発言があるかと思いま
す。
　この家庭科で申しますと、ここでも「責任ある消費」
という言葉が出てまいります。「持続可能な社会を目指
し、主体的に行動できるようなライフスタイルを工夫
する」ということも掲げられております。

　「主体的で責任ある消費」ということで、この目標は
「自ら考え行動する消費者市民」ということであります。
先ほど申しました 18 歳に課せられた契約責任、つまり
18 歳になると成人になります。
　ということは、先ほど来、いろいろ申し上げたように、
未成年者取消権が使えなくなります。撤回ができない
ということですから、自ずと契約に当たっては十分慎
重には慎重に、この契約に当たらなくてはならない。
　その中身はどういうことなのか。例えば、皆さん方
がいとも簡単にオンラインショッピングをされます。
特に若者は、オンラインで物を買います。そのときに、
例えば、オンラインで、例えば、Amazon でも結構です。
どこでも結構です。そのショッピングをされるときに、
おそらくスマホ画面上でよく見ていくと、利用規約と
いうものがあって、その利用規約にチェックマークを
入れる。つまり利用規約を承諾しました。あるいは旅
行のホテル、宿を取る。あるいは列車を取る。こういっ
たことをスマホで行うわけですけれども、そのときに
も、その旅行会社のオンライン上のその利用規約とい
うものを「承諾しました」というところにチェックを
すると思います。
　さあ、どうでしょう、皆さん、そのオンラインショッ
ピングなり、オンラインで旅行を利用するときに、利
用規約を本当に読んでチェックしているのでしょうか。
膨大な量の利用規約です。それを見ている人は、ほと
んど皆無に近いと思います。しかしながら、チェック
をするわけです。チェックをしないと前へ進みません。
　そして、これは法律上、「確かに申し込みをしました

高校・新教科「公共」

自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち

（１）主として法にかかわる事項
多様な契約及び消費者の権利と責任

売買、土地・建物の貸し借り、雇用など
未成年者の取消権、不完全な意思表示
私法に関する基本的な考え方（契約の意義、基本原則＝
自己責任原則、自由平等な人格としての私人、侵害されな
い財産権など）

©NISHIMURA,

高校・家 庭 （続）

（２）消費行動と意思決定
適切な意思決定と「責任ある消費」

（３）持続可能なライフスタイルと環境
持続可能な社会を目指して主体的に行動できるよう安全
で安心な生活と消費について考察しライフスタイルを工夫
する。

©NISHIMURA,

主体的で責任ある消費へ！

目標： 自ら考え行動する消費者市民

➡ 歳に課された契約責任

➡消費者に課された地球を生きる上での責任

©NISHIMURA,
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か」ということで確認画面というのが出てまいります。
そこに「確認をした」ということを必ずチェックを入
れるようになっています。これは電子契約法で事業者
に定められた事業者側の義務であります。これも簡単
に契約をしている。
　若者、とりわけゲームの課金の問題、最初、無料と
いうことでゲームを始めて、それがやがて、その課金
のほうに入ってしまうというようなことも、しばしば
あるわけです。親のクレジットカードから課金分が引
き落とされている。こういった未成年者被害のケース
も消費者被害として、国民生活センターのホームペー
ジ等に載っております。そういう意味では、18 歳に課
された契約責任というものをきちんと考える必要があ
る。
　もう１つ、SDGs、あるいはこの新たな学習指導要領
でも、その考え方を示されているような持続可能な社
会をつくっていく子どもたち、この子どもたちが、生
徒たちが地球を生きる上での責任を果たしていく。ど
んな消費活動をしたらいいのか。これを考えていく必
要があるということ。これが求められている「消費者
責任」ということになると思います。

コロナ禍のいま、消費を見直そう！

ステイホーム＝立ち止まって考える時間

飽くなき利便追求

過剰消費の社会

☆☆☆ご清聴ありがとうございました☆☆☆

見直そう！

©NISHIMURA,

　コロナ禍ということで、今、改めて消費を見直す必
要があるのではないか、このように私は思っています。
スティホーム、しばしばメディアを通じ、われわれは
これを守らなければならないとされています。
　ギリシャ、ローマ時代あるいはビザンチン文化など
の歴史小説作家として、よく知られる塩野七生さんと
いう方がいらっしゃいます。先日、テレビ番組でこん
なことをおっしゃっていました。「ちょうど今は、階段
を上っていく、その回る踊り場にいるような、そうい
う状況なのではないかしら」と、このようにおっしゃっ
ていました。つまり、歴史は次第、次第と、階段を２
階、３階と上り上がってきたけれども、今まさに踊り
場で立ち止まって考える。いろいろなことを考える時
機なのではと。これは本当に必要なものなのか。ある
いはこれって、もしかして利便性だけを追求した、そ
の結果の商品ではないか。あるいはあまりにも過剰商

品をしすぎていないか。こういうことを見直すチャン
ス、そんな社会に、今、われわれは直面している。じっ
くりと熟慮する。
　消費者教育でも、「クリティカルシンキング」という
言葉があります。批判的思考、これが消費者教育のベー
スにあると、従来から言われているところであります。
簡単に、さっとオンラインで申し込むのではなくて、
本当に必要か考えてみる。これが社会に役立つものか、
環境を汚染していないか、途上国の人々を苦しめてい
ることがないかどうか。こんなことを考えながら、消
費を少し再認識してみる必要があるだろうと思ってお
ります。
　今日のお話はここまでにさせていただきます。長時
間にわたり、ご清聴ありがとうございました。

（了）


